
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です 

 

【指定医療機関など】 

当院は以下の指定医療機関です。 

・指定自立支援医療機関（更生医療） 

・難病指定医療機関 

・労災医療指定医療機関 

・生活保護法指定医療機関 

・慢性腎臓病（CKD）医療機関 一次医療機関 

・第二種協定指定医療機関 

 

【施設基準、加算について】 

施設基準を満たすことで以下の加算や管理料を算定しています（2025/6 現在）。 

① 情報通信機器を用いた診療 

② 外来・在宅ベースアップ評価料(1) 

③ 明細書発行体制等加算 

④ 医療情報取得加算 

⑤ 医療 DX 推進体制整備加算 

⑥ 抗菌薬適正使用体制加算 

⑦ 一般名処方加算 

⑧ 時間外対応加算 1  

⑨ 外来感染対策向上加算 

⑩ 検体検査管理加算１ 

⑪ 外来迅速検体検査加算 

⑫ 発熱患者等対応加算 

⑬ 地域連携診療計画加算 

⑭ 生活習慣病管理料 2・外来データ提出加算 

⑮ 慢性腎臓病透析予防指導管理料 

⑯ 糖尿病透析予防指導管理料 

⑰ 移植後患者指導管理料（臓器移植後） 

⑱ がん治療連携指導料 

⑲ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 

⑳ 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に係る費用について 

㉑院内トリアージ実施料 

  



＜各項目についての説明＞ 

① 当院はオンライン診療を行うことができる体制を整えています。 

② 令和 6 年度の診療報酬改定により、物価や人件費の上昇に対応し、地域医療を安定的

に提供するための制度が厚労省により新設されました。これに基づき、当院では 

「外来・在宅ベースアップ加算 1」を算定しています。制度の趣旨をご理解いただ

き、ご協力をお願いいたします。 

③ 当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の

発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。明細

書には使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されます。発行を希望されない方はお

申し出ください。 

④ 当院ではオンライン資格確認システムを導入し、診療情報や薬剤情報を適切に取得・活

用しています。これにより、患者さん一人ひとりの診療履歴を把握し、質の高い医療サ

ービスを提供できる体制を整えています。この加算は、患者さんの情報を適切に管理し、

より安全で効果的な治療を行うための取り組みの一環です 

⑤ 当院では電子カルテやオンライン資格確認システムを導入して医療のデジタル化を図

ることで、診療の効率化と質の向上に努めています。この加算は、こうした医療情報の

デジタル化と共有を進める取り組みに対して付与されています （将来的に電子処方箋や

電子カルテ情報共有サービスの導入も予定しています）。 

⑥ 抗菌薬適正使用体制加算は、2024 年度の診療報酬改定で新設された加算で、抗菌薬の

適正使用を推進することを目的としています。感染対策向上加算を算定している医療機

関が対象で、抗菌薬の使用状況を把握・評価し、チームで適正な管理や指導を行ってい

る体制が求められます。さらに、厚生労働省が指定する様式に従って、体制の整備状況

や抗菌薬使用の実績を定期的にオンラインで報告し、その内容が適正と認められて初め

て、この加算を算定することができます。 

⑦ 当院では薬を処方する際に、原則的に一般名を使用しています。これにより、患者さん

は同じ成分の薬の中から、より経済的で効果的なものを選ぶことができます。また、一

般名処方は薬の供給が安定しやすくなり、安全で継続的な診療が可能になります。この

加算は、こうした一般名処方の取り組みを評価するもので、患者さんにとって分かりや

すく安心できる薬物療法の提供を目指しています。 

⑧ 当院では通常の診療時間外に、かりつけの患者さんからの急な連絡や相談に 24 時間対

応できる体制を整えています。この加算は、緊急時に対応可能であることを、質の高い

医療サービスとして評価するものです。 

⑨ 当院では外来診療において感染予防対策を徹底し、患者さんとスタッフの安全を守るた

めの体制を強化しています。定期的な消毒、換気の徹底、定期的な感染防止研修の実施、

感染症が疑われる患者さんと一般の患者さんと動線を分ける、などの対策を行っていま

す。この加算は、これらの取り組みを評価するもので、安心して診療を受けていただけ



る環境を提供するためのものです。 

⑩ 当院では院内で検体検査が可能であり、その検査の質を高めるために、検査機器の管理

や検査技術の向上、外部精度管理事業への参加、スタッフの定期的な教育・研修を行っ

ています。この加算は、これらの取り組みを評価するものであり、正確で信頼性の高い

検査結果を提供することを目的としています。 

⑪ 当院では診療中に迅速な検体検査を行い、当日中に結果をお伝えできる体制を整えてい

ます。これにより、診断や治療方針の決定を速やかに行うことができ、患者さんの通院

回数が少なくて済みます。この加算は、こうした迅速な検体検査の実施体制を評価する

もので、質の高い医療サービスの提供に寄与しています 

⑫ 当院では発熱などの感染症が疑われる患者さんへの対応を強化しています。専用の待合

室や診察室を設け、他の患者さんへの感染リスクを最小限に抑える体制を整えています。

また、徹底した消毒などの環境整備も行っています。この加算は、こうした感染対策を

評価するもので、皆様に安心して受診していただくための取り組みです。発熱や感染症

が疑われる患者さんに対し、算定しています。 

⑬ 令和 6 年度の診療報酬改定により、国の方針として、急性期病院と診療所などが連携

し、計画的な外来診療を行う取り組みが評価されることとなりました。この方針に基

づき、当院では「地域連携診療計画加算」を算定しています。これは、急性期の治療

を終えた患者さんに対して、連携医療機関と情報を共有しながら、計画に基づいた継

続的な診療を行うための加算です。 

⑭ 当院では生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）の患者さんに対し、きめ細や

かな管理と指導を行うことを目指しています。生活習慣病管理料 2 は、症状の安定化と

改善を目指し、患者さん一人ひとりの健康状態に合わせた診療計画を作成し、多職種で

共同してサポートを行うことに対して算定される管理料です。また外来データ提出加算

は、外来診療のデータを匿名化して国に提出することにより、医療の質の向上や医療政

策の基礎資料として活用されることを目的としたものです。当院では厚生労働省の定め

る様式に従い、定期的に診療情報を提出しており、生活習慣病管理料 2 に当該加算が加

えられます。 

⑮ 当院では、慢性腎臓病（CKD）の進行を遅らせ、透析を予防するための指導と管理厳密

に行っています。多職種で共同し、食事療法、運動療法、薬物療法の指導、定期的な血

液検査などを行います。患者さん一人ひとりの状態に合わせた個別のプランを作成し、

継続的なフォローアップを行います。この加算は、こうした取り組みを評価するもので、

患者さんの健康寿命を向上させることを目的としています。 

⑯ 上に同じく糖尿病性腎症の進行を遅らせ、透析を予防するための指導と管理厳密に行っ

ています。この加算は、こうした取り組みを評価するもので、患者さんの健康寿命を向

上させることを目的としています。 

 



⑰ 移植後患者指導管理料とは、腎臓や肝臓、心臓などの臓器移植を受けた患者さんに対し

て、外来で専門的な診療や生活指導を継続的に行う場合に算定される診療報酬です。移

植後の患者さんは、拒絶反応や感染症のリスクが高いため、免疫抑制薬の管理や合併症

のチェックなど、通常の診療よりも丁寧なフォローアップが求められます。そのため、

移植医療に精通した医師が中心となり、チームで診療や指導を行っている医療機関では、

対象患者さんに対しこの管理料を月 1 回に限り算定いたします。これは、移植後の患者

さんが安心して継続的な医療を受けられるよう支援するための仕組みです。 

⑱ がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院などと連携してがん治療を行う医療機関

が、地域連携診療計画に基づいて診療を行い、その経過を、計画を立てた病院に文書で

報告した場合に算定できる診療報酬です。患者ごとの治療計画に沿った診療を行い、月

1 回に限り算定されます。 

⑲ 当院では、CPAP 治療を受けている患者さんに対して、クラウドを用いた遠隔モニタ

リングを実施しています。これは、国の方針に基づき、機器の使用状況を医師が確認

し、治療をより安全に継続するための制度です。そのため、対象の患者さんには、当

該の加算がなされます。※遠隔での確認も行っていますが、基本的には通院での治療

を推奨しています。 

⑳ 間歇スキャン式持続血糖測定器は腕にセンサーを装着し、リーダーまたはスマートフォ

ンをかざすことで、簡単に血糖値を測定できるものです。インスリンを使用していない

方は保険適用外になりますが、以下に掲げる測定器とセンサーの費用をご負担いただく

ことで使用することが可能な体制をとっています。 

・フリースタイルリブレ（センサー） 7000 円 

・フリースタイルリブレ（リーダー） 7000 円 

・フリースタイルリブレ 2（センサー）8000 円 

・フリースタイルリブレ 2（リーダー）8000 円 

㉑ 院内トリアージ実施料は、救急外来などで複数の患者さんが同時に来院された際に、 

重症度や緊急性に応じて診療の優先順位を判断する「トリアージ」を実施した場合に 

算定される診療報酬です。患者さんの状態を的確に評価し、適切な順序で診療を行う 

ことで、安全で効率的な診療体制を整えることを目的としています。次項に当院の実施 

基準を示します。 

 

 

 

 

 

 

 



てらさか内科・外科クリニック 院内トリアージ実施基準 

 

【はじめに】 

当院では、受診されたすべての患者様に対し、安全かつ適切な医療を提供するために「院

内トリアージ（緊急度判定）」を実施しています。これは、重症な方を見逃さず、より早

く対応するための体制です。そのため、症状に応じて診察の順番が前後することがあり

ますが、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

なお、厚生労働省の定めにより、トリアージを実施した場合には「院内トリアージ実施

料（300 点）」が加算されることがございます。何卒ご了承くださいますようお願い申

し上げます。 

【目的】 

来院時の状態から緊急性・重症度を判断し、診療の優先順位を適切に決定することで、

迅速な対応と医療安全を確保する。 

【対象】当院を受診されるすべての患者様 

【実施場所】 

受付または診察前待機エリア（必要に応じて処置室または診察室で対応） 

【実施者】 

・医師または看護師が行う 

・医療事務は初期問診を補助し、適切に連携 

【5. トリアージ方法（JTAS 準拠）】 

以下の日本版トリアージ・アキュイティ・スケール（JTAS）に基づき、以下の 5 段階

で評価を行い、診療の優先度を決定します。 

 
   制定日：2025 年 6 月 1 日 

てらさか内科・外科クリニック 

院長：寺坂 壮史 


